
地域密着型金融推進計画の進捗状況要約

１．平成17年4月～19年3月までの全体的な進捗状況総括

☆主要指標の状況

 平成19年3月期の主要指標については以下の通り。

　　1)事業再生・中小企業金融の円滑化 不良債権比率(金融再生法ベース)：15.26％
　　2)経営力の強化 実質業務純益：9.3億円　・　ＲＯＡ：0.68％　・　自己資本比率：6.25％

２．大項目毎の進捗状況(評価・課題・今後の対応)

１)事業再生・中小企業金融の円滑化

2)経営力の強化

3)地域の利用者の利便性向上

３．アクションプログラムに基づく個別項目の計画の進捗状況

進捗状況

１７年度 １８年度 (17年4月～19年3月)

１．事業再生・中小企業金融の円滑化

◇業界団体主催の研修プログラムへ融資担当者を
中心に派遣する｡

◇業界団体主催「目利き研修会」への参加。 ◇営業店支援体制整備を目的とした、業種別動向
の情報提供サービス導入。

◇業界団体が主催する研修プログラムへの参加状況。

◇特別融資制度実績の検証と営業店へのデータ還
元。

◇特別融資制度取組実績の検証と制度改定の検討
（制度の充実及び創業・新事業支援に向けた商品化
の検討）。

◇前年度取組実績の検証およびそれを踏まえた効
果的施策の検討。

　　・外部研修　74名派遣
     ･内部研修 200名参加

◇起業先及び新規融資先獲得に向けた施策の充
実。

◇営業店支援体制整備を目的とした、業種別動向の
情報提供サービス導入の検討。

◇営業店支援を目的とした、業種別動向の情報サービ
ス導入。

・業種別動向の情報提供など、創業・新事業支援に向けた営業店支援
体制の整備。

◇営業店への業種別動向情報提供など支援体制の
整備。

◇政府系金融機関との業務連携連絡会への参加。 ・政府系金融機関との連携、協力体制を継続した取組。

◇特別融資制度実績

    ・17年度実績  347件　1,395百万円

    ・18年度実績 259件　961百万円

・不良債権比率(再生法ベース)目標については次の通りとする。

　　○17年9月期 14.34%（不良資産141億円/貸出総資産986億円）

◇経営改善支援先の選定の実施(32先)。 　　○18年3月期 12.43%(不良資産127億円/貸出総資産1,023億円)

◇重点取組先の選定の実施(92先)。 　　○18年9月期 14.36%(不良資産142億円/貸出総資産998億円)

　　○19年3月期 15.26%(不良資産150億円/貸出総資産988億円)

　　※経営改善支援及び重点取引先の選定の実施し方針を決定

◇個別項目Ⅰ.２.②と同様。

◇外部専門コンサルタントへの紹介。

取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化を目的に、本部所管を
中継基地とした情報管理及び還元体制の整備と職員の中小企業支援
スキルの向上を図る。

◇経営改善の可能性のある債務者の選定、支援方
法の検討、決定及び支援開始。

◇上記に基づく営業店専担者を本部にて決定(態勢
強化)。

◇企業支援担当者を中心に全営業店のヒアリングを実
施。管理・回収方針を決定し取組を開始。

◇その他前年度取組実績の検証およびそれを踏ま
えた効果的施策の検討。

◇しんくみ生活総合センター「あのねっﾄ」の提携導
入を検討。

◇しんくみ生活総合センター「あのねっﾄ」の提携導入
を検討。

◇研修の活用(業界団体の研修プログラムへの参加・
外部講師等による研修会の実施)。

◇内部研修会(外部講師による研修会80名参加・フォ
ロー研修会43名参加)。

・要注意先債権等の健全債権化等に向け、更に積極的な支援取組を行
う上での施策を検討していく。

◇特別融資制度の継続推進と実績データの整備と検
証。

◇所管部署の機能強化(適切なローンレビューの実
施)。

  当組合の「地域密着型金融推進計画」は、中期経営計画－Road to "S.E.B"－を基本とし、その具現化である単年度事業計画にて個別の項目に対しての取組を進めていくものであり、平成18年度においても引き続き概ね予定通りの進捗状況であったと総括できる。

スケジュール
具体的な取組策 備　　　考（取組方針等）項　　　　　目

◇前年度までの取組状況を踏まえた効果的施策を
検討・実施する。

◇業界団体等の取組動向を踏まえ、公表方法等の検
討を行う。

◇業界団体等の取組動向を踏まえ、公表方法等の
検討を行う。

◇実施スケジュールを含め個別項目Ⅰ.２.②と同様
の対応を行っていく。

◇実施スケジュールを含め個別項目Ⅰ.２.②と同様の
対応を行っていく。

◇前年度までの取組状況を踏まえた効果的施策を
検討・実施する。

・営業を通じた将来性のある案件の発掘（営業力の強化）や目利き力の
向上（審査能力の強化）など、職員の更なるスキルアップを目的とした取
組。

創業・新規事業支援のための人材育成面においては、計画項目に沿った進捗状況にあると評価する。今後も計画的な研修実施による能力向上と、特別融資制度等による小口融資での円滑な中小企業金融を進めたい。
不良債権の改善は、努力目標である不良債権比率9%以下を目指し、18年度以降も引き続き、本支店一体となった対応を進めていくものとする。

法令等遵守態勢の強化については、概ね計画項目に沿った進捗状況にあると評価し得るが、今後、臨店指導の強化と、ITを活用した顧客情報の管理が課題と言える。
リスク管理態勢の充実については、統合リスク管理部門の設置を行い統合リスクに関する情報分析をより充実させ、今後のリスクの顕在化とリスクの計量化が課題である。
収益力の向上については、業容拡大による収益の増加は有るも新たな収益源の確保が進んでおらず、早急に対応を進める必要が有る。

充実した分かり易い情報開示面においては、ディスクロージャー誌の充実・ホームページリニューアル等の進捗が見られるが、顧客・地域ニーズの汲み上げについては、アンケートの方法論等、広域信用組合である事に留意した対応を如何に進めていくかが課題である。

（１）創業・新事業支援機能等の強化

◇業界団体が主催する研修プログラムへ積極的な
参加(企業支援スキル向上)。

◇営業店からの情報管理及び還元既存体制の検証。

　③健全債権化等の強化に関する実績の公表等

◇ビジネスマッチング情報収集、提供力強化（業界
団体との連携）。

◇営業店情報の管理及び還元(共有)体制の構築。

◇１６年度取組を継続し、企業支援担当者を中心と
した営業店ヒアリングを実施、一層の連携強化を図り
推進していく。

◇業界団体が主催する研修プログラムへ積極的に
参加(企業支援担当者及び営業店審査担当者のス
キル向上)。

◇ディスクロージャー誌等において、企業支援による
債務者区分のランクアップ先数等について公表す
る。

（２）取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化

　①取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化

（２）取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化

（３）事業再生に向けた積極的な取組み

　②要注意先債権等の健全債権化等に向けた取組みの強化

　①事業再生に向けた積極的な取組み

（３）事業再生に向けた積極的な取組み

　②再生支援実績に関する情報開示の拡充

（４）担保・保証に過度に依存しない融資の推進等

◇外部研修会(企業支援ランクアップ10名・企業再生支
援8名・融資査定診断士4名派遣)。

◇前年度取組実績の検証及びそれを踏まえた効果
的施策の検討。

◇前年度取組の継続と効果的施策の検討、実施。

◇本支店の連携強化と実効性向上の観点から、現態
勢の機能状況の検証と整備充実。

◇業界団体が主催する研修プログラムへの参加。

◇営業店からの情報管理及び還元体制の整備。

◇17年11月 しんくみ生活総合センター「あのねっﾄ」の
サービス加入。

◇外部研修会(企業支援ランクアップ10名・企業再生支
援8名・融資査定診断士4名派遣)。

◇１．（１）同様、特別融資制度の推進を行い、実績デー
タの蓄積を継続。

個別項目Ⅰ.２.②での対象先がほぼ前提になると思われるので同様の
対応を図っていく。整理方法は「私的整理にかかるガイドライン」をベー
スとする。

業界団体等の動向を踏まえ、風評や守秘義務等の問題に留意しなが
ら、地域利用者に向けて、参考となる公表方法の検討を行う。

適切なローンレビューを行うため、現状態勢の検証により機能強化を図
る。また、審査業務の高度化、ポートフォリオの適正化等に資するため

信用組合広島商銀



進捗状況

１７年度 １８年度 (17年4月～19年3月)

スケジュール
具体的な取組策 備　　　考（取組方針等）項　　　　　目

◇ローンレビュー現状態勢の検証。

◇各公表事例の分析。 ◇各公表事例の分析。 ◇特段の進捗なし。

・説明態勢徹底のための内部規定等の整備。

 

◇１．（１）～（５）の取組策にあげた業界団体が主催
する研修プログラムへの積極的な参加。

◇本アクションプログラムの要請事項・
   求められる能力等の周知徹底。

◇前年度取組実績の検証及びそれを
   踏まえた効果的施策を検討・実施する。

◇業界団体が主催する研修プログラムへの参加：7講座
計43名

　 ◇職員階層別の研修会の実施。 ◇組合内研修の実施状況。
    (開催回数3、延べ154名参加)

２．経営力の強化

◇自己査定研修会等での継続的な職員のスキル
アップ (適切な自己査定及び償却・引当の確保)。

◇自己査定研修会等での継続的な職員のスキルアッ
プ(適切な自己査定及び償却・引当の確保)。

◇17年度の実施項目を継続すると共に、前期末ま
でに問題点の洗い出しを進め、新たな施策を検討・
実施する。

◇リスク管理へのＩＴ活用の検討(管理の高度化)。 ◇データ蓄積(リスク管理報告の精度向上)。 ◇リスク管理へのＩＴ活用の検討(管理の高度化)。

◇データ蓄積(リスク管理報告の精度向上)。 ◇バーゼルⅡ導入検討会の設置(対応策の検討・実
施)。

◇18年8月　統合リスク管理をより高度化するためのリ
スク管理委員会を設置。

◇月次決算項目の細分化検討(収益管理の精度向
上)。

◇月次決算項目の細分化検討(収益管理・収益目標
設定の精度を向上)。

◇為替手数料の改定(17年11月並びに18年7月改定)。

◇リスク管理へのＩＴ活用の検討(収益管理への反
映)。

◇貸出金利息収入を補完する新たな安定した収益源
の発掘(収益力の向上)。

◇貸出金利息収入を補完する新たな安定した収益
源の発掘(収益力の向上)。

　

◇半期自己査定の精度向上。 ◇半期自己査定の精度向上。 今後についても半期開示については、全信中協よりの指針に沿って
ホームページ・ミニディスクロージャー誌にて実施する。

◇ホームページの充実。 ◇より分かり易い開示実施の為、ホームページの検
討を進め、早期実施を図る。

尚、中間決算制度が無い信用組合における半期開示によって誤解が生
じることが無いよう、開示方法・開示内容の充実を図る。

◇「組合員感謝月間」の継続と充実。 ◇ディスクロージャー誌の充実。 ◇「組合員感謝月間」の継続と充実。 ◇ディスクロージャー誌の充実実施。

◇ホームページの活用。 　-総代会についての情報開示の拡大。   －総代会についての情報開示の拡大。

◇ディスクロージャー誌の充実。 ◇ホームページの活用検討。 ◇17年10月「利用者満足度アンケート(組合員対象)」実
施。

◇18年7月「利用者満足度アンケート(組合員対象)実施
結果」公表。

◇各種会議を通じたｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ啓蒙活動の実施。

◇監査ﾄﾚｰﾆｰ実施(17年6月 1名参加)。

◇事務部による臨店指導の実施。 ◇全職員への「信用組合の社会的責任とコンプライアン
ス」(改訂版)配布。

◇「支店経営とコンプライアンス」研修への派遣(17年度
4名、18年度3名参加)。

◇「コンプライアンス一般」研修への派遣(17年度3名、18
年度4名参加)。

（１）リスク管理態勢の充実

（２）収益管理態勢の整備と収益力の向上

（３）ガバナンスの強化

　①協同組織金融機関におけるガバナンスの向上
　　 ⅰ）半期開示の内容充実

証。施)。

◇第三者保証の利用にかわる、事業の収益性と
キャッシュフロー審査を重視 した融資取組みの推
進。

◇前期よりの対応を継続すると共に、新たな指針等
が出された場合、速やかな対応を図る。

内部監査の精度向上と役職員のコンプライアンス意識の徹底を重点と
し、コンプライアンス態勢の強化を図る。

◇外部研修への参加・ﾄﾚｰﾆｰ制度の活用(内部監査
の精度向上)。

◇啓蒙活動の積極的な実施(コンプライアンス意識
の向上)。

◇１７年度の実施項目を継続すると共に、前期末ま
でに問題点の洗い出しを進め、新たな対応項目に
ついての施策を検討・実施する。

◇各内部会議への事務部からの参加による、ｺﾝﾌﾟﾗｲ
ｱﾝｽ啓蒙活動の実施。

◇外部研修への参加・ﾄﾚｰﾆｰ制度の活用(内部監査
の精度向上)。

業界団体の検討結果やその他公表事例等の分析を行い、取組の可能
性・環境整備について検討する。

◇前年度検討結果を踏まえた効果的施策を検討・
実施する。

本アクションプログラム実践に向けて改めて職員の意識改革を行うとと
もに、前アクションプログラムでの取組みを継続、拡充していく。

・営業店における融資説明に係わる実効性確保を目的とした研修態勢
の拡充。

◇説明態勢徹底のための諸規定及びマニュアルの
制定。

◇17年10月末基準からリスク監査室により、各リスク管
理報告の分析・総括リスク管理報告(統合リスクに関す
る報告書)作成開始。

◇現実施施策の機能状況検証と苦情、トラ
   ブル事例の分析。

◇説明態勢徹底のための諸規定整備とマニュアルの
作成の検討と作業開始。

　①担保・保証に過度に依存しない融資の推進

（４）担保・保証に過度に依存しない融資の推進等

　②中小企業の資金調達手法の多様化等

（６）人材の育成

（５）顧客への説明態勢の整備、相談苦情処理機能の強化

（３）ガバナンスの強化

　①協同組織金融機関におけるガバナンスの向上

　 ⅱ)総代会に一般会員・組合員の意見を反映する仕組み等、
　　　 総代会の機能強化に向けた取組み

（４）法令遵守(コンプライアンス)態勢の強化

　①営業店に対する法令等遵守状況の点検強化等

◇17年度の実施項目を継続すると共に、前期末ま
でに問題点の洗い出しを進め、経営計画への反映
を行う。

◇営業店における融資説明に係わる実効性確保を
目的とした研修の実施。

◇苦情、トラブル事例の分析及び還元。

◇通期において特段の苦情、トラブル事例はなかった。

◇特別融資制度の継続推進と実績データの整備。 ◇18年8月　㈱クレディアとの提携商品「ビジネスローン」
販売開始。

◇業界団体主催の研修プログラム予定に合わせ参
加を検討。

◇諸規定整備とマニュアルの作成(説明
   態勢徹底)。

◇融資説明に係わる外部研修への参加
   と内部研修の実施。

◇融資説明に係る苦情、トラブル処理
   対応体制の整備充実。

タの蓄積を継続。

◇半期開示実施(ホームページ・ミニディスクロージャー
誌)。

現行の管理態勢を維持しつつ、より緻密な収益管理と収益力の向上を
図るため、ＩＴの活用も視野に入れ進めて行く。

全信中協取り纏めの「総代会の機能強化に関する検討結果について
(基本問題委員会報告)」を参考に、見識者(顧問弁護士等)の意見を踏
まえ、ガバナンスの向上を図る。

る。また、審査業務の高度化、ポ トフォリオの適正化等に資するため
の、信用リスク管理データベースの整備・充実を図り、その活用に向け
た検討と施策を実施する。

19年3月末からのバーゼルⅡの導入に向け、適切な自己査定及び償
却・引当の確保と、ＩＴ活用も踏まえたリスク管理の高度化を進め、リスク
管理態勢の充実を図る。

信用組合広島商銀



進捗状況

１７年度 １８年度 (17年4月～19年3月)

スケジュール
具体的な取組策 備　　　考（取組方針等）項　　　　　目

◇個人情報保護規程に沿った諸要領・マニュアルの
改訂。

◇諸要領・マニュアルの見直しと補完。 ◇主管部・担当役員の臨店指導(17年4月中～5月下実
施)。

◇内部監査・店内検査の充実。 ◇ソフト・ハード面の整備。 ◇事務部・リスク監査室合同臨店監査(17年6月実施)。

◇臨店指導の強化。 ◇個人情報管理台帳の精度の維持と向上。 ◇本店建物への入退室システム設置(17年7月実施)。

◇ソフト・ハード面の整備 ◇外部委託管理規程制定(17年8月実施)。

◇ＰＣネットワーク取扱マニュアル改正(18年9月実施)。

◇内部監査項目への追加(随時実施)

◇店内検査項目への追加(随時実施)

◇情報セキュリティーポリシー制定(18年9月実施)

◇個人情報保護対応としてのソフト・ハード面の整
備。

◇個人情報保護対応としてのソフト・ハード面の計画
的且つ早急な整備。

◇組合内ネットワークの構築を進める。 ◇コンピューターセンター(メイプル広島)の還元資料電
子化(平成18年10月稼働)。

◇早期にＩＴ戦略の基本方針の策定を図り、効果的かつ効率的な組織・
システムの構築を目指す。

◇組合内ネットワークの構築。 ◇組合内ネットワークについての基本構想の検討。 ◇リスク管理へのＩＴ活用を図る。 ◇組合内プライベートネットワークの導入(18年9月)。

◇リスク管理へのＩＴ活用を図る。 ◇ＩＴ戦略を１８年度事業計画へ反映すべく検討。

◇収益還元機能等の一層の発揮を求める。 ◇特別定期預金に加え、新たな運用商品の提供につ
いての検討を働きかける。

◇今期については、特段の進捗無し。

◇経営モニタリング制度の充実を求める。 ◇経営分析の精緻化を働きかける。

３．地域の利用者の利便性向上
◇ディスクロージャー誌の充実。

  ・地域の貢献の状況の充実(1P→3P)

◇ホームページの充実。   ・総代会の仕組み

　・個人情報保護の体制

  ・ペイオフについて

◇ホームページリニューアル実施(17年11月)。

◇アンケートの活用。 ◇17年10月　利用者満足度アンケート実施(組合員対
象)。

◇ホームページの活用。 ◇18年7月　利用者満足度アンケート実施結果の公表。

◇アンケート調査の結果についての分析を進め、事
業計画・商品　開発への反映を図る。

◇ホームページリニューアル実施(17年11月)。

◇支援・連携についての意思決定の為、業界団体、
メディア情報・　Ｗｅｂ等活用し、地域の情報収集に努
める。

◇総合企画部を主管として、情報収集を最優先に進
め、各施策・　プロジェクトについての吟味を行う。

◇前年度末までに、事業計画への組み入れ等の検
討を行い、当組合として可能な方法にて個別ﾌﾟﾛｼﾞｪ
ｸﾄへの支援・各種施策への連携を推進する。

◇進捗事項無し。 個別プロジェクトの中身を吟味の上、当組合として可能な方法にて地域
活性化に向け、地域と一体となった取組みを推進する。

４．進捗状況の公表
◇ディスクロージャー誌・ミニディスクロージャー誌の
充実。

◇より分かり易い開示実施の為、ホームページのリ
ニューアルについての検討を進め、早期実施を図る。

◇前期よりの対応を継続すると共に、更なる内容充
実を図る。

現状の進捗状況の公表方法を前提に、より分かり易く・迅速な公表を目
指す。

◇ホームページの充実。 ◇ディスクロージャー誌・ミニディスクロージャー誌の
充実。

◇ディスクロージャー誌・ミニディスクロージャー誌の
充実。

◇内部監査・店内検査の充実と臨店指導の強化。

◇より分かり易い開示実施の為、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞのﾘﾆｭｰｱ
ﾙについての検討を進め、早期実施を図る。

（１）進捗状況の公表

◇前期よりの対応を継続すると共に、より高いサー
ビスの提供をすべく検討を進める。

◇既存アンケートの見直し及びＷｅｂアンケート(ホー
ムページのリニューアル検討)による利用者ニーズの
汲み上げを図る。

点在する店舗網の実情に鑑み、最大公約数を求めるのではなく、最小
公倍数にてそれぞれの地域の利用者ニーズの特性等を踏まえた質の
高いサービスの提供により、地域の利用者の満足度を重視した金融機
関経営の確立を目指す。

◇前期よりの対応を継続すると共に、更なる内容充
実を図る。

中央機関として、個別信用組合の指導・支援を十分に発揮出来　るよう
組織態勢の強化、経営基盤の強化を図るよう求めていく。

◇１７年度の要望事項についての継続的働きかけ
と、具現化した事項についての充実を求める。

当組合が目指す組合像である「地域社会との強い信頼関係で結ばれた
たよりがいのある商銀」の構築を図るべく、積極的且つ分かり易い情報
開示を推進する。

顧客情報の管理・取扱いについて、当組合に内包するリスクの継続的
な洗い出しに努め、適切な管理・取扱いの確保を図る組織態勢の確立・
維持を図る。

◇前期末までに問題点の洗い出しを進め、対応項
目についての施策を検討・実施する。

（２）地域の利用者の満足度を重視した金融機関経営の確立

　(充実した分かりやすい情報開示の推進)

（３）地域再生推進のための各種施策との連携等

（４）法令遵守(コンプライアンス)態勢の強化

　②適切な顧客情報の管理・取扱いの確保

（１）地域貢献に関する情報開示

（５）ＩＴの戦略的活用

（６）協同組織中央機関の機能強化

◇ディスクロージャー誌・ミニディスクロージャー誌の
充実。

◇ホームページ・店頭での公表実施。

信用組合広島商銀


